
24日(木) 25日（金） 28日（月） 29日（火）

申込世帯数 137 133 126 153

申込こども数 149 152 135 161

30日（水） 1日（木） 2日（金） 5日（月） 合計

申込世帯数 151 198 133 139 1,080

申込こども数 164 119 145 159 1,177
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区政報告
ニュース

町
屋
さ
く
ら
が
運
行
開
始
し
て
か

ら
５
年
に
な
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。

清
掃
事
務
所
や
町
屋
六
丁
目
団
地
前

で
は
多
く
の
方
が
乗
車
し
利
用
さ
れ

て
い
る
な
と
感
じ
て
い
ま
し
た
。
し

か
し
、
新
三
河
島
駅
か
ら
尾
久
橋

（
熊
野
前
駅
）
間
が
一
便
あ
た
り
平

均
1
人
に
も
満

た
な
い
こ
と
か

ら
、
来
年
３
月

か
ら
土
日
休
日

は 

東
尾
久
1

丁
目
と 

尾
久

の
原
公
園
の
ル
ー
ト
を
外
し
双
方
向

運
行
に
変
更
し
ま
す
。
京
成
バ
ス
の

自
主
運
行
の
た
め
採
算
性
が
優
先
さ

れ
る
の
で
し
ょ
う
。
日
暮
里
や
西
尾

久
地
域
で
も
コ
ミ
バ
ス
導
入
を
切
望

す
る
声
が
聴
か
れ
ま
す
。
今
後
、
区

の
補
助
や
ル
ー
ト
、
利
用
向
上
策
な

ど
課
題
は
多
く
あ
り
ま
す
。

将
来
へ
向
け
交
通
弱
者
を
生

ま
な
い
検
討
が
必
要
で
す
。

横山幸次区議のホームペー

ジ・ブログ・ツイッター

をご覧下さい。横山幸次

で検索して下さい。

裏面 ゆいの森視察報告、

ギャンブル依存症…など
区
役
所
一
階
ロ
ビ
ー
に
、
12
月
３
日

か
ら
９
日
に
か
け
て
「
障
害
者
週
間
」

の
区
内
の
各
障
害
者
福
祉
作
業
所
の
製

品
が
展
示
さ
れ
て
い
た
の
を
ご
覧
に
な
っ

た
方
も
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
12
月

３
日
は
、
国
際
障
害
者
デ
ー
（
１
９
８

２
年
国
連
総
会
で
「
障
害
者
に
関
す
る

世
界
行
動
計
画
」
が
採
択
さ
れ
た
日
）
、

９
日
は
、
国
連
で
「
障
害
者
の
権
利
に

関
す
る
決
議
」
が
採
択
さ
れ
た
日
で
す
。

そ
の
１
週
間
を
「
障
害
者
週
間
」
と
し

て
い
ま
す
。
い
つ
も
思
う
の
で
す
が
、

障
害
者
が
く
ら
し
や

す
い
社
会
・
地
域
は
、
誰
に
と
っ
て
も

く
ら
し
や
す
い
と
い
う
、
当
た
り
前
の

こ
と
が
な
か
な
か
実
現
し
ま
せ
ん
。
誰

も
が
年
を
重
ね
、
個
人
差
は
あ
り
ま
す

が
心
身
の
衰
え
が
生
じ
る
こ
と
は
避
け

ら
れ
ま
せ
ん
。
全
て
の
人
く
ら
し
を
あ

ら
ゆ
る
分
野
で
支
え
る
こ
と
の
で
き
る

ま
ち
づ
く
り
を
ハ
ー
ド
、
ソ
フ
ト
両
面

で
考
え
た
い
で
す
ね
。

（
横
山
幸
次
）

12月５日(月)
１月は16日(月)に

行います。

午後６時～８時

横山区議事務所
生活相談は、随時受け付け

TEL&FAX ３８９５－０５０４
不在時は、留守電へ

控室 ３８０２－４６２７

来年４月入園の集中申込が11月24日から12

月5日まで行われました。昨年と比較しますと、

この時点での申込のお子さんは118人増加して

います。受入枠も150人(0・1・2

才で67名)増えていますが、たい

へんそうです。この期間の申込と

年度途中の申込・転入などを合わ

せて入園審査が行われます。

☆真珠から袋物…

オリジナル製品も

作られています。

日常的に展示販売

がすることも必要

では…

☆「さくら」も一部運行変更
千住間道→サンパール通り→「ゆいの森」

前→「アクロスあらかわ」前で停車、既

存の「荒川4丁目」から、これまでのルー

トを走行。来年3月～土日・休日の9時半

頃から16時半頃までの時間帯で既存ルー

トと追加ルートが交互運行。（右囲み）



12
月
６
日
、
荒
川

２
丁
目
に
建
設
中
の

ゆ
い
の
森
（
中
央
図

書
館
を
中
心
に
し
た

複
合
施
設
）
の
１
階

か
ら
３
階
ま
で
の
工
事
現
場
を
視
察

し
ま
し
た
。

現
状
は
、
建
物
の
躯
体
が
ほ
ぼ
完

成
、
内
装
関
係
は
こ
れ
か
ら
で
、
１

月
16
日
に
消
防
署
検

査
が
入
る
予
定
の
よ

う
で
す
。
そ
の
後
１

月
31
日
に
建
物
の
引

き
渡
し
の
予
定
に
な
っ

て
い
ま
す
。
現
在
は

連
日
２
５
０
人
体
制

で
、
土
日
も
作
業
を

行
っ
て
い
ま
す
（
周

辺
住
民
の
了
承
を
得

た
上
で
）
。

年
末
年
始
も
は
さ
み
、
予
定
通
り

完
成
で
き
る
の
か
、
工
期
に
無
理
は

な
い
か
心
配
で
す
。
区
の
担
当
課
長

は
「
き
び
し
い
作
業
だ
が
、
各
現
場

の
監
督
と
週
1
回
の
打
ち
合
わ
せ
も

行
い
、
す
べ
て
の
事
業
者
が
納
得
の

上
で
す
す
め
て
い
る
」
と
答
弁
し
て

い
ま
す
。
や
は
り
、
安
全
対
策
や
品

質
管
理
が
お
ろ
そ
か
に
な
ら
な
い
よ

う
な
対
応
を
求
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
内
装
や
図
書
館
な
ど
の
設

備
関
係
は
、
こ
れ
か
ら
で
す
が
、
そ

の
期
間
も
短
く
非
常
に
き
び
し
い
と

思
い
ま
す
。

さ
ら
に
２
月
か
ら
は
本
の
排
架
な

ど
図
書
館
司
書
な
ど
職
員
に
よ
る
オ
ー

プ
ン
に
向
け
た
準
備
が
は
じ
ま
り
ま

す
。
専
門
職
員
の
意
見
が
十
分
に
反

映
さ
れ
、
よ
り
良
い
サ
ー
ビ
ス
が
提

供
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

日
本
は
賭
博
を
刑
法
で
禁
じ

て
い
る
国
で
す
が
、
特
例
法
で

競
馬
、
競
輪
な
ど
６
種
の
公
営

賭
博
が
行
わ
れ
、
社
会
問
題
を

引
き
起
こ
し
て
き
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
賭
博
で
な
く
「
遊

技
」
と
い
う
欺
瞞
的
な
扱
い
で

行
わ
れ
て
い
る
パ
チ
ン
コ

の
存
在
に
よ
っ
て
、
成
人

人
口
の
４
・
８
％
、
５
３

６
万
人
の
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依

存
症
の
患
者
が
い
ま
す

（
厚
生
労
働
省
研
究
班
の

推
計
）
。

す
で
に
世
界
最
悪
の
ギ
ャ

ン
ブ
ル
依
存
症
大
国
に
な
っ

て
い
ま
す
。

い
ま
国
会
で
は
、
Ｉ
Ｒ
法
案

＝
カ
ジ
ノ
推
進
法
案
が
強
硬
的

に
通
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
上
、
新
た
に
カ
ジ
ノ
を
日

本
に
上
陸
さ
せ
よ
う
と
い
う
の

で
し
ょ
う
か
。

ゆいの森・地下に喫煙所を設置！議会で議論に
絵本館や乳幼児交流遊び場も設置される施設です

ので、全館完全禁煙にすべきです。区は、保育園、

住宅が近接している中で外のスペースでタバコを吸

う人が出ないように喫煙所は必要…空気清浄器を内

部に設置し煙が漏れない対策を施すなど

と述べています。状況を勘案しながら何

年後には撤去し倉庫として活用してはど

うでしょうか？

「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」(いわゆる｢カジノ解

禁推進法案」)に対し改めて反対し、廃案を求める会長声明

本日、「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」（以下「カジノ解禁推

進法案」という。）が、衆議院の内閣委員会で、審議入りした。

カジノ解禁推進法案は、２０１３年１２月に、国会に提出されたものの実質的な議論

が行われないまま、２０１４年１１月の衆議院解散に際し、一旦廃案となった後、２０

１５年４月に再提出されたものの、１年半以上もの間全く審議されずに今日にいたって

いたところであった。

当連合会は、２０１４年５月、暴力団対策上の問題、マネー･ローンダリング対策上の

問題、ギャンブル依存症の拡大、多重債務問題再燃の危険性及び青少年の健全育成への

悪影響等を理由に、カジノ解禁推進法案の廃案を求める意見書を公表し、その後も、消

費者団体等の各種団体に呼びかけて、カジノ解禁推進法案に反対する趣旨の団体署名を

募りつつ、多数回にわたる集会、シンポジウム等を開催した。そこでは諸外国のカジノ

事情の調査結果等を踏まえて、ギャンブル依存症の拡大への懸念はもちろんのこと、カ

ジノ設置が決して期待されるような経済効果をもたらすものではなく、カジノを設置し

た自治体周辺の人口が減少した韓国の例や、ＩＲ型カジノの倒産が相次いでいる米国ア

トランティックシティの例などから、かえって地域経済への回復しがたいダメージを与

える懸念が大きいといったことを明らかにしてきた。

この間、各種世論調査では、カジノ解禁に反対あるいは慎重との意見が賛成意見を圧

倒する結果が示され、新聞各紙もカジノ解禁に疑問を呈する社説を掲げた。これまでカ

ジノ解禁推進法案が審議されなかったのは、こうしたカジノ解禁を是としない大きな世

論が示されていたからにほかならない。

このたび審議入りしたカジノ解禁推進法案は、カジノ解禁に伴う上記の問題点を解消

するものにはなっておらず、人々の懸念に真摯に答える姿勢すらみえない。

よって、当連合会は、今回のカジノ解禁推進法案に改めて強く反対し、廃案を求める。

２０１６年１１月３０日 日本弁護士連合会会長 中本 和洋


